
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の

使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

市
町
村
支
援
課)

一

再

掲

○
公
職
選
挙
法
等
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示

(

市
町
村
支
援
課)

二
五

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に

関
す
る
規
程

(

市
町
村
支
援
課)

二
八

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
四
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及

び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程

(

平
成
七
年
二
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

ポ
ス
タ
ー
作
成
証
明
書
を｣

の
下
に

｢

、
使
用
又
は
作
成
の
実
績
に
基
づ
き
作

成
し｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項｣

を

｢

第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
燃
料
供
給
業
者
に
同
項
の
自
動
車
使
用
証
明
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、

こ
れ
に
、
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
付
、
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
の
う

ち
自
動
車
登
録
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号)

第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
、
燃
料
供
給
量
及
び
燃
料
供
給
金
額
が
記
載
さ
れ
た
書
面
で
、
燃
料

供
給
業
者
か
ら
給
油
の
際
に
受
領
し
た
も
の
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

燃
料
供
給
業
者
又
は
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者｣

を

｢

当
該
証
明
書
の
ほ
か
に
、
燃

料
供
給
業
者
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
二
項
の
確
認
書
及
び
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
、
ポ

ス
タ
ー
作
成
業
者｣

に
改
め
、

｢

当
該
証
明
書
の
ほ
か
に｣

を
削
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
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� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �

第１号様式 (自動車の使用の契約届出書の様式) (第１条関係)



第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �

第２号様式 (ボスター作成の契約届出書の様式) (第１条関係)



第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �

第３号様式 (自動車の燃料代の確認申請書の様式) (第２条関係)



第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �

第４号様式 (ポスター作成枚数確認申請書の様式) (第２条関係)



第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

第５号様式 (自動車燃料代確認書の様式) (第２条関係)



第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

第７号様式 (自動車使用証明書の様式) (第４条関係)



第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

第８号様式 (自動車使用証明書の様式) (第４条関係)



第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

第９号様式 (自動車使用証明書の様式) (第４条関係)



第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

第10号様式 (ボスター作成証明書の様式) (第４条関係)



第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

第11号様式 (請求書の様式) (第５条関係)



第
十
一
号
様
式

別
紙
そ
の
二

(

二)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��



第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

第12号様式 (請求書の様式) (第５条関係)



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲

示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
三
号

公
職
選
挙
法
等
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

公
職
選
挙
法
等
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示

公
職
選
挙
法
等
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
(
平
成
十
二
年
五
月
福
岡
県
選
挙

管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
見
出
し
と
し
て

｢
(

公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
閲
覧)

｣

を
付
し
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
次
項
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)
第
百
九
十
二

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
第
百
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
う
ち
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会

(

以
下

｢

県
の
委
員
会｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
受
理
し
た
も
の

(

以
下

｢

収
支
報
告
閲
覧
対

象
文
書｣

と
い
う
。)

の
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
も
の

(

次
項
に
お
い
て

｢

請
求
者｣

と
い
う

。)

は
、
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

(

様
式
第
一
号)

を
県
の
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
一
条
第
三
項
中

｢

前
二
項｣

を

｢

前
三
項｣

に
、

｢

者｣

を

｢

も
の｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

報
告
書｣

を

｢

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書｣

に
、

｢

取
扱
い｣

を

｢

取

り
扱
い｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

県
の
委
員
会
は
、
法
第
百
九
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
を
請
求
者
に
閲
覧
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
は
、
県
の
委
員
会
の
指
定
す
る
場
所
で
、
執
務
時
間
中
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
前
項
の
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
閲
覧)

第
二
条

前
条
の
規
定
は
、
政
党
助
成
法

(

平
成
六
年
法
律
第
五
号)

第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
都
道
府
県
提
出
文
書
の
う
ち
県
の
委
員
会
に
お
い
て
受
理
し
た
も
の
の
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

｢

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
次
項
に
お

い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
百
九
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
第
百
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
報
告
書｣

と
あ
る
の
は

｢

政
党
助
成
法

(

平
成
六
年
法
律
第
五
号
。
次
項
に
お
い
て

｢

法｣

と
い

う
。)

第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
提
出
文
書｣

と
、

｢

様
式
第
一
号｣

と
あ
る

の
は

｢

様
式
第
二
号｣

と
、
第
二
項
中

｢

法
第
百
九
十
二
条
第
四
項｣

と
あ
る
の
は

｢

法
第
三
十
二

条
第
五
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����
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掲



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

様式第１号 (第１条関係)
様式第１号（第１条関係）
                                 ※閲覧確認欄 

受付者 確認者 

  

 

選挙運動費用収支報告書閲覧票 
 

閲覧年月日 年     月     日 

住 所 
(法人その他の団体に
あっては、事務所又は
事業所の所在地) 

 
 

 

氏 名 
(法人その他の団体に
あっては、名称及び代
表者の氏名)           

閲
覧
請
求
者 

連絡先 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閲
覧
を
請
求
す
る 
選
挙
の
名
称
及
び
公
職
の
候
補
者
の
氏
名 

 



� � � � ����������	 
�	 ����� �����

様式第２号 (第２条関係)

                                 ※閲覧確認欄 

受付者 確認者 

  

 

使途等報告書等閲覧票 
 

閲覧年月日 年     月     日 

住 所 
(法人その他の団体に
あっては、事務所又は
事業所の所在地) 

 
 

 

氏 名 
(法人その他の団体に
あっては、名称及び代
表者の氏名)           

閲
覧
請
求
者 

連絡先 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閲
覧
を
請
求
す
る 
政
党
の
支
部
の
名
称
及
び
使
途
等
報
告
書
等 

 



附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲

示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る

規
程

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

｢

法｣

と

い
う
。)

第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
法
第
十
四
条
第
一
項

(

法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
書
面
又
は
法
第
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
報
告
書

(

以
下

｢

収
支
報
告
書
等｣

と
い
う
。)

の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

(

閲
覧
の
請
求)

第
二
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
支
報
告
書
等
の
う
ち
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員

会

(

以
下

｢

県
の
委
員
会｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
受
理
し
た
も
の

(

以
下

｢

収
支
報
告
閲
覧
対
象

文
書｣

と
い
う
。)

の
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
も
の

(

次
条
第
一
項
に
お
い
て

｢

閲
覧
請
求
者

｣

と
い
う
。)

は
、
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

(

様
式
第
一
号)

を
県
の
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

閲
覧)

第
三
条

県
の
委
員
会
は
、
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
を
閲
覧
請
求
者
に
閲
覧
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
は
、
県
の
委
員
会
の
指
定
す
る
場
所
で
、
執
務
時
間
中
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
前
項
の
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
又
は
加
筆
等
の
行
為
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

５

前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
閲
覧
を
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

写
し
の
交
付
の
請
求)

第
四
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
を
請

求
し
よ
う
と
す
る
も
の

(

以
下

｢

交
付
請
求
者｣

と
い
う
。)

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面

(

様
式
第
二
号)

を
県
の
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

交
付
請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
法

人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

写
し
の
交
付
を
請
求
す
る
政
治
団
体
の
名
称
及
び
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
様
式
第
二
号
に
定
め
る
事
項

２

県
の
委
員
会
は
、
第
一
項
の
書
面
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
請
求
者
に

対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県

の
委
員
会
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

写
し
の
交
付)

第
五
条

県
の
委
員
会
は
、
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た

と
き
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
当
該
請
求
に
係
る

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
旨
並
び
に
当
該
写
し
を
交
付
す
る
日
時
及
び
場
所
を

書
面

(

様
式
第
三
号)

に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補

正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
十
五
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
県
の
委
員
会
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理

由
を
書
面

(

様
式
第
四
号)
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書

が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
委
員
会
は
、
当
該
請
求
に
係
る
収

支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
し
、
残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
委
員
会
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
交
付

請
求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面

(

様
式
第
五
号)

に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

本
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二

残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
期
限

４

県
の
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
速
や
か

に
当
該
通
知
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

写
し
の
交
付
の
方
法)

第
六
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
の
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
用
紙
に
複
写
し
た
も

の

(

白
黒
で
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。)

の
交
付

二

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録

(

電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た

記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

(

日
本
工
業
規
格
Ｘ

六
二
二
三
に
適
合
す
る
幅
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
限
る
。)

に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

三

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス

ク

(

日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。)

に
複
写
し
た
も
の
の
交

付

(

費
用
負
担)

第
七
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け

る
も
の

(

第
三
項
に
お
い
て

｢

受
領
者｣

と
い
う
。)

は
、
当
該
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
を
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
写
し
の
交
付
の
方
法
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

(

複
数
の
方
法
に
よ
り
写
し
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
合
算
額)

と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付

交
付
す
る
用
紙
一
枚
に
つ
き
十
円

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
一
枚
に
つ
き
五
十
円

に
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
一
枚
ご
と
に
十
円
を
加
え
た
額

三

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
交
付

光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き
八
十
円
に
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書

一
枚
ご
と
に
十
円
を
加
え
た
額

３

受
領
者
は
、
前
項
の
費
用
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様式第１号 (第２条関係)

                                 ※閲覧確認欄 

受付者 確認者 

  

収支報告書等閲覧票 
 

閲覧年月日 年     月     日 

住 所 
(法人その他の団体に
あっては、事務所又は
事業所の所在地) 

 
 

 

氏 名 
(法人その他の団体に
あっては、名称及び代
表者の氏名)           

閲
覧
請
求
者 

連絡先 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閲
覧
を
請
求
す
る 
政
治
団
体
の
名
称
及
び
収
支
報
告
書
等 
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様式第２号 (第４条関係)

収支報告書等の写しの交付請求書 

 

福岡県選挙管理委員会 殿 

年  月  日 

 

住 所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地） 

（〒      ） 

請 求 者                                  

氏 名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                   

電話番号（   ）   －                   

      （連絡先又は連絡担当者が上記と異なる場合は、その連絡先又は連絡担当者） 

       （〒    ）                           

                                         

 

政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 20 条の２第２項の規定により、次のとおり収支

報告書等の写しの交付を請求します。 

 

請求する政治団体の 

名称及び収支報告書等 

 

 

 

写しの交付の方法 

 

※該当する□内にレ印を記入 

してください。 

 

□ 複写機により日本工業規格Ａ列４番の用紙に複写したもの（白黒） 

□ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を次の媒体に複写 

したもの（□ ＦＤ  □ ＣＤ－Ｒ） 

 

□ 郵送希望 
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様式第３号 (第５条関係)

 

収支報告書等の写しの交付通知書 

第   号 

年  月  日 

 

様 

福岡県選挙管理委員会 印 

 

 

    年  月  日付けで請求のあった収支報告書等の写しについては、次のとおり

交付しますので、政治資金規正法の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関す

る規程（平成 20 年 12 月福岡県選挙管理委員会告示第 124 号）第５条第１項の規定により

通知します。 

 

請求に係る政治団体の 

名称及び収支報告書等 

 

日 時 

午前 

   年  月  日     時   分 

午後 
収支報告書等の写しを 

交付する日時及び場所 

場 所  

連絡事項等 
 

 

〒812-8577 福岡市博多区東公園７番７号 

      福岡県選挙管理委員会 問い合わせ先 

電話番号 （092）643-3077 

注１ 収支報告書等の写しの交付を受ける際には、この通知書を提示してください。 

 ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により連絡してください。
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様式第４号 (第５条関係)

 

収支報告書等の写しの交付通知期間延長通知書 

第   号 

年  月  日 

様 

福岡県選挙管理委員会 印 

 

 

    年  月  日付けで写しの交付請求のあった収支報告書等の写しについては、

次のとおり交付の通知の期間を延長したので、政治資金規正法の規定による収支報告書等

の閲覧及び写しの交付に関する規程（平成 20 年 12 月福岡県選挙管理委員会告示第 124 号）

第５条第２項の規定により通知します。  

    

請求に係る政治団体の 

名称及び収支報告書等 

 

延長前の写しの交付の 

通知の期間 

         年   月   日  か ら 

 

年   月   日  ま で 

延長後の写しの交付の 

通知の期間 
年   月   日  ま で 

延長の理由  
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様式第５号 (第５条関係)

 

収支報告書等の写しの交付通知期間特例延長通知書 

 

第   号 

年  月  日 

様 

福岡県選挙管理委員会 印 

 

    年  月  日付けで写しの交付請求のあった収支報告書等の写しについては、

次のとおり交付の通知の期間を延長したので、政治資金規正法の規定による収支報告書等

の閲覧及び写しの交付に関する規程（平成 20 年 12 月福岡県選挙管理委員会告示第 124 号）

第５条第３項の規定により通知します。 

 

請求に係る政治団体の 

名称及び収支報告書等 

 

延長前の写しの交付の 

通知の期間 

         年   月   日  か ら 

 

年   月   日  ま で 

請求に係る収支報告書 

等のうちの相当の部分 

について写しの交付の 

通知をする期間 

年   月   日  ま で 

残りの収支報告書等に 

ついて写しの交付の通 

知をする期限 

年   月   日 

政治資金規正法の規定 

による収支報告書等の 

閲覧及び写しの交付に 

関する規程第５条第３ 

項を適用する理由 

 

 


